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北九州市事務分掌条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第５号 

北九州市事務分掌条例の一部を改正する条例 

北九州市事務分掌条例（昭和４０年北九州市条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条危機管理室の項の前に次のように加える。 

 市長公室 

（１） 秘書及び渉外に関する事項 

  （２） 広報に関する事項 

 （３） 重要事項の企画立案及び調査に関する事項 

第１条中市政変革推進室の項、秘書室の項及び広報室の項を削り、同条企画調

整局の項中「企画調整局」を「政策局」に改め、同項第１号中「、調査、立案」

を削り、同条総務局の項中「総務局」を「総務市民局」に改め、第５号を第６号

とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

（４） 市民の生活に関する事項 

 第１条財政局の項中「財政局」を「財政・変革局」に改め、同項に次の２号を

加える。 

  （３） 市政変革に関する事項 

  （４） 公共施設マネジメントに関する事項 

第１条市民文化スポーツ局の項を削り、同条産業経済局の項第１号中「、観光

」を削り、同項の次に次のように加える。 

都市ブランド創造局 

 （１） 都市ブランドの向上に関する事項 

（２） 観光に関する事項 

  （３） 文化及びスポーツに関する事項 

 都市戦略局 

  （１） 都市計画に関する事項 

（２） 住宅政策及び建築指導に関する事項 

 第１条建設局の項中「建設局」を「都市整備局」に改め、同項に次の１号を加

える。 

（２） 住宅及び建築に関する事項（他局の所管に属するものを除く。） 

 第１条建築都市局の項を削る。 
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付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （北九州市建築審査会条例の一部改正） 

２ 北九州市建築審査会条例（昭和３８年北九州市条例第６９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条中「建築都市局」を「都市戦略局」に改める。 

 （北九州市特別職議員報酬等審議会条例の一部改正） 

３ 北九州市特別職議員報酬等審議会条例（昭和３９年北九州市条例第１３８号

）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「総務局」を「総務市民局」に改める。 

 （北九州市開発審査会条例の一部改正） 

４ 北九州市開発審査会条例（昭和４４年北九州市条例第３９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第８条中「建築都市局」を「都市戦略局」に改める。 

 （北九州広域都市計画事業徳力土地区画整理事業施行規程の一部改正） 

５ 北九州広域都市計画事業徳力土地区画整理事業施行規程（昭和４８年北九州

市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「北九州市建築都市局内」を「北九州市都市戦略局内」に改める。 

 （北九州市土地利用審査会条例の一部改正） 

６ 北九州市土地利用審査会条例（昭和４９年北九州市条例第６２号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条中「建築都市局」を「都市戦略局」に改める。 

 （北九州市都市計画審議会条例の一部改正） 

７ 北九州市都市計画審議会条例（平成１２年北九州市条例第３０号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条中「建築都市局」を「都市戦略局」に改める。 

 （北九州市行政不服審査会条例の一部改正） 

８ 北九州市行政不服審査会条例（平成２７年北九州市条例第４７号）の一部を

次のように改正する。 

  第８条中「総務局」を「総務市民局」に改める。 
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北九州市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第６号 

北九州市手数料条例の一部を改正する条例 
 北九州市手数料条例（平成１２年北九州市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 
 別表第１２０号の５中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表第１２

０号の６及び第１２０号の７中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「の規定

に基づく」を「に規定する」に改め、同表第１２０号の８中「建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律」に、「の規定に基づく」を「に規定する」に、「建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同表第１２０号の９中「の規定に

基づく」を「に規定する」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表

第１２６号中「の規定に基づく」を「に規定する」に、「１，１８０，０００

円」を「１，４５０，０００円」に、「１，４１０，０００円」を「１，７２

０，０００円」に、「１，５９０，０００円」を「１，９２０，０００円」に

、「１，９５０，０００円」を「２，３６０，０００円」に、「２，２７０，

０００円」を「２，７４０，０００円」に、「４，５５０，０００円」を「５

，６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」を「７，２４０，０００

円」に、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００円」に改め、同表

第１４０号の１３中「の規定に基づく」を「に規定する」に改め、「９１，０

００円」の次に「（当該移動式製造設備について、液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）第３７条の４第

１項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、６，０００円）

」を、「７５，０００円」、「６０，０００円」、「４４，０００円」、「２

７，０００円」、「２１，０００円」、「１６，０００円」、「１３，０００

円」、「１１，０００円」及び「７，４００円」の次に「（当該移動式製造設

備について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３７

条の４第１項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、６，０

００円）」を加え、同表第１４０号の１７中「の規定に基づく」を「に規定す

13



 

る」に改め、「（昭和４２年法律第１４９号）」を削る。 
付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第７号 

北九州市印鑑条例の一部を改正する条例 
北九州市印鑑条例（昭和３８年北九州市条例第６０号）の一部を次のように

改正する。 
付則第３項中「令和６年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

付 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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 北九州市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第８号 

   北九州市介護保険条例の一部を改正する条例 

 北九州市介護保険条例（平成１２年北九州市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１０条第１項各号列記以外の部分中「令和３年度から令和５年度」を「令

和６年度から令和８年度」に改め、同項第１号中「３９，２４０円」を「３５

，９７０円」に改め、同項第２号中「５４，９３０円」を「５０，２００円」

に改め、同項第３号中「５８，８６０円」を「５４，５５０円」に改め、同項

第４号中「７０，６３０円」を「７１，１６０円」に改め、同項第５号中「７

８，４８０円」を「７９，０７０円」に改め、同項第６号ア及びイ以外の部分

中「８６，３２０円」を「８６，９７０円」に改め、同号イ中「又は第１２号

イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第７号ア及

びイ以外の部分中「９０，２５０円」を「９０，９３０円」に改め、同号イ中

「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、

同項第８号ア及びイ以外の部分中「９４，１７０円」を「９４，８８０円」に

改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ又は第１４

号イ」に改め、同項第９号ア及びイ以外の部分中「９８，１００円」を「９８

，８３０円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３

号イ又は第１４号イ」に改め、同項第１０号ア及びイ以外の部分中「１１７，

７２０円」を「１１８，６００円」に改め、同号イ中「又は第１２号イ」を「

、第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第１１号ア及びイ以

外の部分中「１４１，２６０円」を「１３４，４１０円」に改め、同号ア中「

４００万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ

、第１３号イ又は第１４号イ」に改め、同項第１２号ア及びイ以外の部分中「

１６０，８８０円」を「１５０，２３０円」に改め、同号ア中「４００万円以

上６００万円」を「４２０万円以上５２０万円」に改め、同号イ中「部分を除

く。）」の次に「、次号イ又は第１４号イ」を加え、同項第１３号中「１６８

，７３０円」を「１８９，７６０円」に改め、同号を同項第１５号とし、同項

第１２号の次に次の２号を加える。 

 （１３） 次のいずれかに該当する者 １６６，０４０円 

  ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満である者であり、かつ 

   、前各号のいずれにも該当しないもの 
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  イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区 

   分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令   

   第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該 

   当する者を除く。） 

 （１４） 次のいずれかに該当する者 １８１，８６０円 

  ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である者であり、かつ 

   、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区 

   分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令 

   第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を 

   除く。） 

 第１０条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８

年度」に改める。 

 第１２条第３項中「若しくは第１２号イ」を「、第１２号イ、第１３号イ若 

しくは第１４号イ」に、「第１２号まで」を「第１４号まで」に改める。 

 別表中第２２号を第２４号とし、第２１号を第２３号とし、第２０号を第２

２号とし、同表中                           

「 

            

 

 

 

 

 を 

 

 

 

 

 

」 

「 

   

 

 

  

（ １ ９ ） 法 第 １ １ ５ 条 の ２

１ に お い て 準 用 す

る 法 第 ７ ０ 条 の ２

第 １ 項 の 規 定 に 基 

づ く 指 定 地 域 密 着

型 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 事 業 者 （ 事 業 所

の 所 在 地 が 市 内 の

場 合 に 限 る 。 ） の

指 定 の 更 新 の 申 請

に 対 す る 審 査 

１件につき２

０，０００円 

同種のサービスに

係る法第７８条の

１２において準用

する法第７０条の 

２第１項の規定に

基づく指定地域密

着型サービス事業

者の指定の更新の

申請を同時に行う

場合は、徴収しな

い。 

（ １ ９ ） 法 第 １ １ ５ 条 の ２

１ に お い て 準 用 す

る 法 第 ７ ０ 条 の ２

第 １ 項 の 規 定 に 基 

１件につき２

０，０００円 

同種のサービスに

係る法第７８条の

１２において準用

する法第７０条の 
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 に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  づ く 指 定 地 域 密 着

型 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 事 業 者 （ 事 業 所

の 所 在 地 が 市 内 の

場 合 に 限 る 。 ） の

指 定 の 更 新 の 申 請

に 対 す る 審 査  

 ２第１項の規定に

基づく指定地域密

着型サービス事業

者の指定の更新の

申請を同時に行う

場合は、徴収しな

い。  

（２ ０）  法 第 １ １ ５ 条 の ２

２ 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ く 指 定 介 護 予

防 支 援 事 業 者 （ 事

業 所 の 所 在 地 が 市

内 の 場 合 に 限 る 。

） の 指 定 の 申 請 （

以 下 こ の 号 に お い

て 「 指 定 介 護 予 防

支 援 事 業 者 の 指 定

の 申 請 」 と い う 。

） に 対 す る 審 査  

１件につき３

０，０００円  
次に掲げる場合は

、徴収しない。  
ア 同種のサービ  
 スに係る法第７  
 ９条第１項の規  
 定に基づく指定  
 居宅介護支援事  
 業者の指定の申  
 請又は法第７９  
 条の２第１項の  
 規定に基づく指  
 定居宅介護支援  
 事業者の指定の  
 更新の申請を同  
 時に行う場合  
イ 介護保険法施  
 行規則（平成１  
 １年厚生省令第  
 ３６号）第１４  
 ０条の３２第２  
 項の規定の適用  
 を受けた指定介  
 護予防支援事業  
 者の指定の申請  
 を行う場合  

（２ １）  法 第 １ １ ５ 条 の ３

１ に お い て 準 用 す

る 法 第 ７ ０ 条 の ２  

１件につき２

０，０００円  
同種のサービスに

係る法第７９条の

２第１項の規定に  
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」  

改める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （保険料率に関する経過措置） 

２ 改正後の北九州市介護保険条例の規定にかかわらず、令和３年度から令和

５年度までの各年度における保険料率については、なお従前の例による。 

 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ く 指 定 介 護 予 防

支 援 事 業 者 （ 事 業

所 の 所 在 地 が 市 内

の 場 合 に 限 る 。 ）

の 指 定 の 更 新 の 申

請 に 対 す る 審 査 

 基づく指定居宅介

護支援事業者の指

定の更新の申請を

同時に行う場合は 

、徴収しない。 
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 障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  令和６年３月２６日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第９号 
   障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくり 
   に関する条例の一部を改正する条例 
 障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条

例（平成２９年北九州市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 
 第３条第７号中「性別による」を削り、「女性」の次に「又は性的マイノリ

ティ（性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解

の増進に関する法律（令和５年法律第６８号）第２条第１項に規定する性的指

向又は同条第２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であ

ると認められる者をいう 。）」 を加え、「性別、年齢又は状況」を「年齢、状

況等」に改め、同号を同条第９号とし、同条第６号の次に次の２号を加える。 
 （７） 全て障害のある人が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域 

にかかわらず等しくその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに 
円滑に意思疎通を図ることができるようにすること。 

 （８） 全て障害のある人が取得する情報について、可能な限り、障害のな 
い人が取得する情報と同一の内容の情報を障害のない人と同一の時点にお 
いて取得することができるようにすること。 

 第８条の見出し中「合理的配慮」の次に「及び環境の整備」を加え、同条第

１項中「市」の次に「及び事業者」を加え、同条第２項を次のように改める。 
２ 市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うための事前措置として、自ら設 
 置する施設の構造の改善及び設備の整備、障害のある人の意思表示及び他人 
 との意思疎通を支援する介助者の配置等の人的な支援措置、障害のある人の 
 情報の取得、利用及び発信に係る利便性の向上に資する措置その他の必要な 
 環境の整備を行うよう努めなければならない。 
 第１０条の見出し中「設置」の次に「及び育成」を加え、同条中「市に」を

「市は」に、「置く」を「置き、その育成を図る」に改める。 
   付 則 
 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  令和６年３月２６日 
                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第１０号 
     北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設 

備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例 
北九州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（平成２４年北九州市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。 
第５条第１項及び第２項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児

通所支援事業者」に改め、同条第３項中「指定障害児通所支援事業者等」を「

指定障害児通所支援事業者」に改め、「。同項において「障害者総合支援法」

という。」を削り、「障害福祉サービス」の次に「（第１１条第１項及び第３

項において「障害福祉サービス」という 。）」 を加え、同条第４項中「指定障

害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。 
第７条及び第８条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支

援事業者」に改める。 
第１１条第１項中「計画」の次に「及び障害児（１５歳以上の障害児に限る

。）が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行に

ついて支援する上で必要な事項を定めた計画」を加え、同条第３項中「障害者

総合支援法第５条第１項に規定する」を削る。 
付 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  令和６年３月２６日 
                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第１１号 
     北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準 
   等に関する条例の一部を改正する条例 

北九州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成２４年北九州市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 
第１１条に次の２項を加える。 

４ 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配 

慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定

期的に確認するとともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は

一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利

用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない

。 
５ 指定障害者支援施設は、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指

定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定

の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設

以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し

、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要

な援助を行わなければならない。 
第２７条に次の２項を加える。 

４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し

つつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的

に確認するとともに、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般

相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者

の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。 
５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及

び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における

指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支

援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わ

なければならない。 
付 則 
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 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者

の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第１２号 

北九州市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による    
任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例 

北九州市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者

の症状等の報告に関する条例（平成１９年北九州市条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 
第１条及び第２条第１項中「第３８条の２第３項」を「第３８条の２第２項 

」に改める。 
付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 北九州市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  令和６年３月２６日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第１３号 
   北九州市国民健康保険条例の一部を改正する条例 
 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）の一部を次

のように改正する。 
 第１０条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以外

の部分中「一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以

下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る

」を削り、「保険料の額」を「基礎賦課額」に改め、「のうち一般被保険者に

係る額」を削り、同条第１号ア中「（一般被保険者に係るものに限る 。）」 を

削り、同号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、「が行う国民健康

保険の一般被保険者に係るものに限り、県」を削り、同号カ中「（退職被保険

者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当

する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用

療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額

介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被

保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保

険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金

等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保

険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く 。）」

を削り、同条第２号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号ウ中

「（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険

者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み替えられ

た法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。エにおいて

同じ。）に係るものを除く 。）」 を削り、同号エ中「法附則第９条第１項の規

定により読み替えられた」、「のうち一般被保険者に係る額」及び「並びに国

民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用

に係るものに限る 。）」 を削る。 
 第１１条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条前段中「一般被保

険者に係る」を削り、「一般被保険者について」を「被保険者について」に改

め、同条後段を削る。 

 第１１条の２の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一

般被保険者に係る」を「被保険者の」に改める。 
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 第１２条を次のように改める。 

第１２条 削除 

 第１２条の２から第１２条の４までを削る。 

 第１３条中「又は第１２条」及び「（一般被保険者と退職被保険者等とが同

一の世帯に属する場合には、第１１条の基礎賦課額と第１２条の基礎賦課額と

の合算額とする。第１７条及び第１８条において同じ 。）」 を削る。 

 第１４条の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係

る」を削り、同項第２号中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同項第３

号ア中「一般被保険者特定世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一

般被保険者の属する世帯であって特定月」を「特定世帯（特定同一世帯所属者

（法第６条第８号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって

、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以

下同じ。）の属する世帯であって同日の属する月（以下このアにおいて「特定

月」という 。）」 に、「一般被保険者特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同

一の世帯に属する一般被保険者」を「特定継続世帯（特定同一世帯所属者」に

、「おける一般被保険者」を「おける被保険者」に、「一般被保険者特定世帯

の」を「特定世帯の」に、「一般被保険者特定継続世帯の」を「特定継続世帯

の」に改め、同号イ中「一般被保険者特定世帯」を「特定世帯」に、同号ウ中

「一般被保険者特定継続世帯」を「特定継続世帯」に改める。 

 第１４条の２の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以外

の部分中「賦課額のうち一般被保険者に係る」を「賦課額のうち」に、「保険

料の額」を「後期高齢者支援金等賦課額」に改め、「のうち一般被保険者に係

る額」を削り、同条第１号中「に係る部分であって、県が行う国民健康保険の

一般被保険者」を削り、同条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に

改め、同号イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」及び「の

うち一般被保険者に係る額」を削る。 

 第１４条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条前段中「一般

被保険者に係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改

め、同条後段を削る。 

 第１４条の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一

般被保険者に係る」を「被保険者の」に改める。 

 第１４条の５から第１４条の８までを次のように改める。 

第１４条の５から第１４条の８まで 削除 

 第１４条の９中「又は第１４条の５」及び「（一般被保険者と退職被保険者

等とが同一の世帯に属する場合は、第１４条の３の後期高齢者支援金等賦課額
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と第１４条の５の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１７条及び

第１８条において同じ 。）」 を削り、「２２万円」を「２４万円」に改める。 

 第１４条の１０の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険

者に係る」を削り、同項第２号中「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同

項第３号ア中「一般被保険者が」を「被保険者が」に、「一般被保険者特定世

帯」を「特定世帯」に、「一般被保険者特定継続世帯」を「特定継続世帯」に

改め、同号イ中「一般被保険者特定世帯」を「特定世帯」に改め、同号ウ中「

一般被保険者特定継続世帯」を「特定継続世帯」に改める。 

 第１４条の１１第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号

イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 

 第１７条第１項及び第２項中「又は第１２条」及び「又は第１４条の５」を

削る。 

 第１８条第１項から第３項までの規定中「若しくは第１２条」及び「若しく

は第１４条の５」を削る。 

 第２０条第１項中「２９万円」を「２９万５，０００円」に改め、同条第２

項中「５３万５，０００円」を「５４万５，０００円」に改める。 

 第２０条の３第１項中「第１２条の３、」及び「、第１４条の７」を削る。 

 第２０条の４第１項各号列記以外の部分中「又は第１２条」を削り、同項第

１号中「又は第１２条の２第１項」を削り、同項第２号中「第１２条の３又は

」を削り、同条第２項後段中「又は第１２条」と」を「」と」に改め、「又は

第１４条の５」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改め、「又は第１２条

の２第１項」、「又は第１４条の６第１項」、「第１２条の３又は」及び「第

１４条の７又は」を削り、同条第３項後段中「又は第１２条」と」を「」と」

に改め、「又は第１２条の２第１項」及び「第１２条の３又は」を削る。 
   付 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の北九州市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 
令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第１４号 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正   

する条例 
北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）の一部を次のように改正する。 
別表第１の保育所の項中 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

改める。 
   付 則 
 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

〃 
下富野〃 
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〃    
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千代町７番１７号 
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 北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  令和６年３月２６日 
                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第１５号 
   北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基 

準に関する条例の一部を改正する条例 
北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年北九州市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 
第１６条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 
第２４条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「

掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって

直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこ

とをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供

しなければ」に改める。 
第３６条第３項後段中「同条第１号又は第２号」を「同号又は同条第２号」

に改める。 
第３７条第３項後段中「第７条第２項中」の次に「「認定こども園及び幼稚

園」とあるのは「特別利用教育を提供している施設」と、」を加え、「第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する」と」の次に「、「同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る」と」を加える。 
第５１条前段中「第３４条まで」の次に「（第２７条を除く 。）」 を加える

。 
第５４条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電

磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。第６項第２号において同じ

。）」 に改め、同条第６項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物

」を「電磁的記録媒体」に改める。 
   付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１６条第１項第２

号、第３６条第３項後段、第３７条第３項後段、第５１条前段並びに第５４条

第２項第２号及び第６項第２号の改正規定は、公布の日から施行する。 
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 北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 
  令和６年３月２６日 

                 北九州市長 武 内 和 久 
北九州市条例第１６号 

北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部 
を改正する条例 

北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年北九

州市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 
第１７条各号列記以外の部分及び第３１条中「厚生労働大臣」を「こども家

庭庁長官」に改める。 
 第３４条中「ついて」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事

情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向」を

加える。 
 第３６条中「児童家庭支援センター」の次に「、里親支援センター」を加え

る。 
 第３９条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 
 第４２条中「当該」を「年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意

見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、」に改

める。 
 第４５条中「婦人相談所」を「里親支援センター、女性相談支援センター」

に改める。 
 第５０条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 
 第６０条中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 
 第６４条中「ついて」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情

に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向」を加え

る。 
 第６７条中「児童家庭支援センター」の次に「、里親支援センター」を加え

る。 
 第７０条第２項中「婦人相談員」を「女性相談支援員」に改める。 

付 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１７条各号列記

以外の部分、第３１条、第３９条、第５０条及び第６０条の改正規定並びに

付則第２項及び第３項は、公布の日から施行する。 
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 （北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正

） 
２ 北九州市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年北九州市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 
  第２６条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 
 （北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例の一部改正） 
３ 北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例（平成２６年北九州市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 
  第１６条第１項第４号、第４５条及び第５０条第２項第１号中「厚生労働

大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 
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 北九州市漁港管理条例及び北九州市風致地区条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和６年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第１７号 

北九州市漁港管理条例及び北九州市風致地区条例の一部を改正す 

る条例 

 （北九州市漁港管理条例の一部改正） 

第１条 北九州市漁港管理条例（昭和３９年北九州市条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に

改める。 

 （北九州市風致地区条例の一部改正） 

第２条 北九州市風致地区条例（昭和４５年北九州市条例第２２号）の一部を

次のように改正する。 

  第６条第２２号中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する

法律」に改める。 

付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第１８号 

北九州市営住宅条例の一部を改正する条例 

北九州市営住宅条例（平成９年北九州市条例第３４号）の一部を次のように

改正する。 

 第７条第１項第２号アからクまで以外の部分中「一方又は双方が典型とされ

ない性的指向又は性自認を有する者」を「性的指向及びジェンダーアイデンテ

ィティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年法律第６８

号）第２条第１項に規定する性的指向又は同条第２項に規定するジェンダーア

イデンティティについて少数派であると認められる者」に改め、同号ク（イ）

中「第１０条第１項（」を「第１０条第１項又は第１０条の２（これらの規定

を」に改め、同号ク（ウ）中「売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３

４条第１項の婦人相談所」を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

（令和４年法律第５２号）第９条第１項の女性相談支援センター」に改め、同

号ク（エ）中「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に改め、同号に次の

ように加える。 

ケ 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）第２条第２項に規

定する犯罪被害者等で同条第１項に規定する犯罪等により従前の住居に

居住することが困難となったと市長が認めるもの 

付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第１項第２号

アからクまで以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。 
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 北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等

の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第１９号 

北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関 

する条例等の一部を改正する条例 

 （北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

の一部改正） 

第１条 北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する

条例（昭和４１年北九州市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」

に改める。 

 （北九州市交通事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 北九州市交通事業の設置等に関する条例（昭和４１年北九州市条例第

５７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」

に改める。 

 （北九州市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 北九州市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年北九州市条例第

５８号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」

に改める。 

 （北九州市公営競技事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第４条 北九州市公営競技事業の設置等に関する条例（平成２９年北九州市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」

に改める。 

付 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 北九州市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和６年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第２０号 

   北九州市市税条例の一部を改正する条例 

 北九州市市税条例（昭和３８年北九州市条例第８５号）の一部を次のように

改正する。 

 付則第６条の３中「附則第４条の５第２項」を「附則第４条の７第２項」に

、「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

令和６年３月２６日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第２１号 

北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

北九州市消防団員等公務災害補償条例 ( 昭和４１年北九州市条例第３０号 )

の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

別表中「１２，４４０円」を「１２，５００円」に、「１３，３２０円」を

「１３，３５０円」に、「１０，６７０円」を「１０，８００円」に、「１１

，５５０円」を「１１，６５０円」に、「８，９００円」を「９，１００円」

に、「９，７９０円」を「９，９５０円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の第３条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給

すべき事由の生じた北九州市消防団員等公務災害補償条例第３条第１項に規

定する公務災害補償（以下「公務災害補償」という。）並びに同日前に支給

すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第２条第３号に規定する傷

病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定

する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同

日前に支給すべき事由の生じた公務災害補償（傷病補償年金等を除く。）及

び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につ

いては、なお従前の例による。 
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北九州市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。  
令和６年３月２６日  

北九州市長 武 内 和 久  
北九州市条例第２２号  

北九州市議会委員会条例の一部を改正する条例  
北九州市議会委員会条例（昭和５１年北九州市条例第４７号）の一部を次の  

ように改正する。  
              「市政変革推進室の所管に属する事項  

デジタル市役所推進室の所管に属する事項  
秘書室の所管に属する事項  

第２条総務財政委員会の項中 広報室の所管に属する事項  
企画調整局の所管に属する事項  
総務局の所管に属する事項  
財政局の所管に属する事項       」  

 「市長公室の所管に属する事項  
  デジタル市役所推進室の所管に属する事項  
を 政策局の所管に属する事項        に改め、同条教育文化委員会  
  総務市民局の所管に属する事項  
  財政・変革局の所管に属する事項    」  
の項中「市民文化スポーツ局」を「都市ブランド創造局」に改め、同条建設建

築委員会の項中「建設局」を「都市戦略局」に、「建築都市局」を「都市整備

局」に改める。  
あああ付 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  
２ この条例の施行の際現に改正前の第２条の規定により設置された総務財政

委員会、教育文化委員会又は建設建築委員会の委員、委員長又は副委員長に

選任されている者は、この条例の施行の日において、それぞれ改正後の第２

条の規定により設置された総務財政委員会、教育文化委員会又は建設建築委

員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。この場合にお

いて、当該委員の任期は、北九州市議会委員会条例第３条第２項の規定にか

かわらず、改正前の第２条の規定により設置された総務財政委員会、教育文

化委員会又は建設建築委員会の委員の任期満了の日までとする。  
３ この条例の施行の際現に改正前の第２条の規定により設置された総務財政
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委員会、教育文化委員会又は建設建築委員会に付託されている事件は、改正

後の第２条の規定により設置された総務財政委員会、教育文化委員会又は建

設建築委員会に付託されたものとみなす。  
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北九州市介護保険の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第１１号 

北九州市介護保険の実施に関する規則の一部を改正する規則    

北九州市介護保険の実施に関する規則（平成１２年北九州市規則第６９号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条各号列記以外の部分中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年

度から令和８年度」に改め、同条第１号中「２３，５４０円」を「２２，５３

０円」に改め、同条第２号中「３５，３１０円」を「３４，３９０円」に改め

、同条第３号中「５４，９３０円」を「５４，１６０円」に改める。 

付則第３項前段中「令和６年２月２９日」を「令和７年２月２８日」に改め

る。 

付則第４項中「令和６年３月」を「令和７年３月」に改める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、付則第３項の改正 

規定は、公布の日から施行し、同年３月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１２条の規定にかかわらず、令和３年度から令和５年度までに

おける保険料率については、なお従前の例による。 
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 北九州市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する

。 

  令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第１２号 

北九州市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

北九州市国民健康保険条例施行規則（昭和４３年北九州市規則第４１号）の 

一部を次のように改正する。 

 第１条第１項第１号中「（国民健康保険退職被保険者証を含む。）」を削る

。 

第６条第１項中「、第１２条の２」及び「、第１４条の６」を削り、「一般

被保険者、退職被保険者等」を「被保険者」に改め、「及び第１２条の２」及

び「及び第１４条の６」を削り、同条第５項各号列記以外の部分及び第２号中

「一般被保険者数、退職被保険者等数」を「被保険者数」に改める。 

第８条第 1 項各号列記以外の部分中「、第１２条」及び「、第１４条の５」

を削り、同項第２号ア及びイ以外の部分中「２９万円」を「２９万５，０００

円」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「５３万５，０００円」を「５

４万５，０００円」に改め、「、第１２条」及び「、第１４条の５」を削る。 

第１０条第１項第２号中「２９万円」を「２９万５，０００円」に改める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１条第１項、第６条第１項及び第５項、第８条各項並びに第１

０条第１項の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、令

和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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 北九州市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
令和６年３月２６日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市規則第１３号 

北九州市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 
北九州市営住宅条例施行規則（平成９年北九州市規則第３３号）の一部を次

のように改正する。 
 第８条第２号中「一方又は双方が典型とされない性的指向又は性自認を有す

る者」を「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の

理解の増進に関する法律（令和５年法律第６８号）第２条第１項に規定する性

的指向又は同条第２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派

であると認められる者」に改める。 
   付 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
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